
24年産米の取組
 米については、作付制限と収穫後の調査の組合せにより

安全性を確保安全性を確保

 23年産米の調査結果を基に、

① 警戒区域や計画的避難区域のほか、500 Bq/kgを超過
した値が見られた地域等については 作付制限した値が見られた地域等については 作付制限

② 100~500 Bq/kgの値が一定程度見られた地域等につい

ては 事前に出荷を制限し 除染や吸収抑制対策を行ては、事前に出荷を制限し、除染や吸収抑制対策を行っ
た上で、地域の米の全量を管理・調査することを条件に作
付け付け

 それ以外の地域については 調査により安全性を確保する それ以外の地域については、調査により安全性を確保する
こととしており、23年産の調査結果等を基に調査を行う予定
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24年産稲の作付制限等の対象区域

作付制限区域

事前出荷制限区域

管理計画に基づき米の全量管理・全
袋調査を行うことにより、作付を行

福島第一原子力発電所

袋調査を行うことにより、作付を行
うことができる区域

23年産米で500ベクレル超過を
検出した旧市町村

23年産稲の作付制限
浪江町

大熊町

双葉町

23年産稲の作付制限
を行った区域

福島県

富岡町
川内村

楢葉町
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各品目 対応各品目の対応

（３） 畜産物（３） 畜産物
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畜産物の放射性物質調査結果①
• 原乳については、原発事故当初に200 Bq/kgを超過したものがあったが、平成

23年4月以降は全て50 Bq/kg以下。

牛肉 高濃度 放射性 ウ を含む稲わ 等 給与• 牛肉については、高濃度の放射性セシウムを含む稲わら等の給与により500 

Bq/kgを超過。

畜産物の放射性物質調査概要（放射性セシウム）

100 000

牛肉（総検体数90,661点）原乳（平成23年3月）

（総検体数173点）

原乳（平成23年4月～）

（総検体数1 749点）
89,569

70,000
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調

（総検体数173点）

1,749

1400
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調

（総検体数1,749点）
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点
数
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120調
査
点
数
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800
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1400
調
査
点
数

548 221 106 60 157
0

10,000

20,000

～100～200～300～400～500500～

7 0 0 1
0

20

40

～50 ～100 ～150 ～200 200～

0 0 0 0
0

200

400

～50 ～100 ～150 ～200 200～

（注） ・ 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成（原乳は平成24年4月3日まで）。
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放射性セシウム(Bq/kg)放射性セシウム(Bq/kg) 放射性セシウム(Bq/kg)



畜産物の放射性物質調査結果②

• 豚、鶏はトウモロコシ等の輸入飼料への依存度が高く、これまで調査した豚肉・

鶏肉・鶏卵については大部分（99%）が100 Bq/kg以下。鶏肉 鶏卵 ては大部分（ ）が q/ g以下。

畜産物の放射性物質調査概要（放射性セシウム）

514
600

豚肉（総検体数520点）

220
250

鶏肉（総検体数220点）

416

400

450

鶏卵（総検体数416点）
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調
査
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200

調
査 250

300
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調
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300査
点
数
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100
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点
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点
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3 3 0 0 0
0

放射性セシウム(Bq/kg)

0 0 0 0 0
0

放射性セシウム(Bq/kg)

0 0 0 0 0
0

50

放射性セシウム(Bq/kg)

（注） ・ 平成24年3月30日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。
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放射性セシウム(Bq/kg) 放射性セシウム(Bq/kg) 放射性セシウム(Bq/kg)

畜産物に関する取組

 畜産物については、

① 新基準値に対応した飼養管理の徹底① 新基準値に対応した飼養管理の徹底

② 放射性物質調査② 放射性物質調査

により、安全性を確保。

22



畜産物に関する取組（飼養管理）

○ 食品の新基準値（食肉100
旧暫定許容値（Bq/kg） 新暫定許容値（Bq/kg）

飼料の暫定許容値の改訂

養

○ 食品の新基準値（食肉100 
Bq/kg、牛乳50 Bq/kg）を超えな
い食肉や牛乳が生産されるよ

牛 ３００※ １００

豚 ３００ ８０

鶏 ３００ １６０食肉や牛乳 産される
う、飼料の暫定許容値を改訂

鶏 ３００ １６０

養殖魚 １００ ４０

※例外として、一定の条件を満たす場合は3,000 Bq/kg。

１ 飼料の新暫定許容値以下の粗飼料（牧草等）への速やかな

家畜の飼養管理等の指導

１．飼料の新暫定許容値以下の粗飼料（牧草等）への速やかな
切替え

２．新暫定許容値以下の牧草生産が困難な牧草地の反転耕等
による除染対策の推進

３．代替飼料確保や牧草地の除染対策の支援
23

畜産物に関する取組（調査）

 放射性物質調査の強化

① 牛肉の全頭・全戸調査

これまで出荷制限対象４県（岩手 宮城 福島 栃木）これまで出荷制限対象４県（岩手、宮城、福島、栃木）

に限定し、出荷の条件として全頭・全戸調査を実施

→ 茨城、群馬、千葉でも、モニタリング調査として

全戸調査を実施全戸調査を実施

② 乳の調査頻度

これまで２週間に１度調査を実施

→ ７県（岩手 宮城 福島 茨城 栃木 群馬→ ７県（岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、

千葉）では、１週間に１度に強化
24



各 応各品目の対応

（４） 特用林産物（きのこ等）（４） 特用林産物（きのこ等）
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きのこ等の特用林産物のモニタリングの状況について

• きのこ等の特用林産物の食品モニタリングの検査結果をみると、100 Bq/kgを超える

ものは、原木しいたけでは全検査点数の約33％、山菜では全検査点数の約26％。

出荷制限指示等（平成 年 月 日時点）• 出荷制限指示等（平成２４年3月31日時点）

・原木しいたけ（露地栽培） ： 5県（37市町村）
・原木しいたけ（施設栽培） ： 3県（8市町）

原木しいたけ 山菜

・山菜（たけのこ・くさそてつ）： 3県（23市町村）

菌床しいたけ

719

600
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800
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（総検体数1,081点）
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350

400

450
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点
数
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79

36 36 71

0

100

200

32 17 15 14
59

0

50

100

150

3 2 0 3 1
0

50

100

150数

放射性セシウム(Bq/kg)
放射性セシウム(Bq/kg)

（注）・平成24年3月31日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。

放射性セシウム(Bq/kg)
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きのこ等の特用林産物の生産現場における取組

• 安全な生産資材の導入、放射性物質による汚染の軽減

野生の山菜やきのこの採取に関する情報提供• 野生の山菜やきのこの採取に関する情報提供

具体的な取り組み

１. 安全なきのこ原木の確保

具体的な取り組み

（きのこ原木・ほだ木の購入支援、きのこ原木の需給のマッチング）

２ きのこ原木・ほだ木の除染や簡易ハウス等の導入２. きのこ原木・ほだ木の除染や簡易ハウス等の導入

３．放射性物質の汚染を低減させる栽培技術の普及

４．ホームページ、パンフレットによる情報発信、
巡回指導巡回指導
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各品目の対応

各 応各品目の対応

（５） 水産物（５） 水産物
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水産物の調査結果(全国：12,894点)
• 水産物では、85.3%(10,997点）が100 Bq/kg以下

10 000

12,000 

福島県以外(7 941点)
10,997

8,000 

10,000 福島県以外(7,941点)

福島県(4,953点)

6,000 
(7,598)

4,000 

(233) (733)

360
966

0

2,000 

170 109 292

(233)
(49)(3,399)

(733)

(311) (149)(21) (21) (88) (19) (273)

0 

100以下 100～200 200～300 300～400 400～500 500以上

29
（注）・平成24年６月15日までに水産庁が公表したデータを基づき作成。

・福島県では沿岸漁業及び底びき網漁業の操業を自粛中（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業を除く。）

水産物に関する取組（調査）
○ 調査対象魚種の拡大や調査頻度の増加など調査を強化

・過去に50Bq/kgを超えたことのある魚種や主要水産物を中心に調査

水産物の調査の考え方

過去に q/ gを超えた とのある魚種や主要水産物を中心に調査
・近隣県の調査結果を参考

内水面魚種

（例：ヤマメ・ワカサギ・
ア 等）

漁業権の範囲等を考慮して県域を適切な区域に
分け、主要区域で検体採取。

アユ等）

沿岸性魚種等（例：コ 水揚げや漁業管理の実態、漁期等を考慮し、県沿岸性魚種等（例：コ
ウナゴ、スズキ、カレ
イ等）

水揚げや漁業管理の実態、漁期等を考慮し、県
沖を区域に分け、主要水揚港において検体採取。
表層、中層、底層等の生息域を考慮して調査。

回遊性魚種（例：カツ
オ、イワシ・サバ類、

回遊の状況等を考慮して、漁場を千葉県から青森
県の各県沖で区分（県境の正東線で区分）し、区オ、イ シ サ 類、

サンマ等）
県 各県沖 区分（県境 東線 区分） 、区
域毎の主要水揚港において検体採取。

30（注）・平成24年6月15日現在



水産物に関する出荷制限
○ 食品の放射性セシウム基準値を超え、かつ地域的な広がりが

認められる水産物について、原子力災害対策本部長が関係都
道府県知事 対 当該水産物 出荷制限等を指道府県知事に対し当該水産物の出荷制限等を指示

海面 内水面
摂取･出荷制限

海面 内水面

福島県 － ヤマメ(新田川)

出荷制限
海面 内水面

岩手県 マダラ(岩手・宮城県境の正東線以南) イワナ､ウグイ(一部の河川等)

マダラ(宮城県沖) スズキ ヒガンフグ
グ

出荷制限

宮城県
マダラ(宮城県沖)､スズキ､ヒガンフグ、
ヒラメ(金華山以南)

イワナ､ウグイ､ヤマメ(一部の河川等)

福島県 ヒラメ等36魚種(福島県沖)
アユ､イワナ､ウグイ､コイ､フナ､ヤマメ
(一部の河川等)( 部の河川等)

茨城県
シロメバル､スズキ､ニベ､ヒラメ、コモンカ
スベ(茨城県沖)

アメリカナマズ､ウナギ､ギンブナ
(一部の河川等)

栃木県 イワナ ウグイ( 部の河川等)
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栃木県 － イワナ、ウグイ(一部の河川等)

群馬県 － イワナ、ヤマメ(一部の河川等)
（注）・平成24年6月15日現在

水産物に関する取組（自主規制）
○ 福島県や近隣の宮城県、茨城県、及び青森県や岩手県では、食品の基

準値（100Bq/kg）を超える恐れのある水産物の出荷を控えるため、自主規

福島県等における自主規制措置

準値（100Bq/kg）を超える恐れのある水産物の出荷を控えるため、自主規
制を実施

福島県 福島県沖では沿岸漁業及び底びき網漁業の操業を
自粛中（ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマ自粛中（ 、 ダ 、ヤナギダ 及びシライ
キバイを対象とした試験操業を除く。）

宮城県 一部海域におけるアイナメの水揚自粛

茨城県 海域別にホウボウ、アイナメ及びアカエイ等の生産自
粛粛

青森県 一部海域におけるマダラの水揚自粛

32

岩手県 一部海域におけるクロソイの水揚自粛

（注）・平成24年6月15日現在



平成２４年４月以降の放射性物質検査結果

検査点数
基準値

超過点数
超過品目

野 菜 ４，１７２ ２ ホウレンソウ、アシタバ

果 実 ３８５ ２ ウメ

茶 ５６６ １３ 茶

原 乳 ４９３ ０

肉 卵肉 ・ 卵
（野生鳥獣肉を除く）

２１，１５５ １ 豚肉

きのこ・山菜 ２ ７８８ ４６５
原木しいたけ、こしあぶら、たけのこ等14
品目

きのこ 山菜 ２，７８８ ４６５
品目

水産物 ４，３１８ ４２１
カレイ、アイナメ、スズキ、ヤマメ等47品
目

農林水産物計 ３３，９１３ ９０４

※ 平成24年6月15日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成（１７都県を対象）
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※※新基準値：100 Bq/kg(茶については浸出液で 10 Bq/kg、原乳については50 Bq/kg、牛肉(経過措置)については 500 Bq/kg)


